
令和８年(2026 年)２月 25 日 

2025 年 10 月土木工事積算基準等に適用する国基準（漁港漁場関係工事積算基準） 

の一部改定について 

このことについて、適用の一部改定がありますのでお知らせします。 

記 

１ 該当箇所 

令和７年度 漁港漁場関係工事積算基準 

単価表 別表-４ 就業時間別の船員供用係数 単-10 

２ 改定内容 

令和８年３月から適用の割増対象賃金比による船員供用係数（β）の改定 

３ 改定年月日 

令和８年３月１日以降積算基準日（適用：令和８年３月 10 日以降積算基準日） 

（建設部建設政策局建設管理課積算管理係） 



（別紙）新労務単価及び新船員供⽤係数（β）を反映した設計書例

 令和８年３⽉10⽇以降積算基準⽇の⼯事については、新労務単価適⽤に伴い、 
 船員供⽤係数(β)についても新しい数値に置き換わりますので留意願います。

 積算例）ポンプ浚渫船(鋼D1,350PS型、供⽤係数ランク５)の場合
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